
郵便貯金銀行の新規業務等に係る認可等の流れ 
      
新規業務の実施  

⇒ 新規業務の実施にあたっては、以下の認可及び承認を得ることが必要。 

① 郵政民営化法第１１０条に基づく内閣総理大臣（金融庁長官）及び総務大臣の認可  

  ② 郵政民営化法第９８条に規定する郵便貯金銀行の免許に付された条件に基づ

く内閣総理大臣（金融庁長官）の承認 
 
  ①郵政民営化法第１１０条に基づく認可     ②郵便貯金銀行の免許に付された条件に基づく承認 

 

   

    

              

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
限度額の改廃  

⇒ 限度額の改廃にあたっては、政令改正が必要。 

当該政令の改廃の立案をしようとするときは、内閣総理大臣（金融庁長官）及び総務

大臣は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならない。 

郵便貯金銀行 

内閣総理大臣（金融庁長官）・総務大臣

新規業務に係る認可の申請 

郵政民営化委員会 

当該認可申請に係る意見の聴取 

内閣総理大臣（金融庁長官）・総務大臣

当該認可申請に対する意見の表明 

 当該認可申請に対する民営化委員会 

  の意見を踏まえ、認可･不認可を判断 

①の認可及び②の承認が共に得られた場合に、新規業務の実施は可能となる 

郵便貯金銀行

内閣総理大臣（金融庁長官） 

新規業務に係る承認の申請 

認可の基準（郵政民営化法第１１０条に規定） 
 
○次に掲げる事情を考慮し、郵便貯金銀行と他

の金融機関等との間の適正な競争関係及び

利用者への役務の適切な提供を阻害するお

それがないと認めるときは、認可をしなけれ

ばならない。 
 

〈以下の事情を考慮〉 

 ・日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行

の議決権がその総株主の議決権に占める割

合その他他の金融機関等との間の競争関係

に影響を及ぼす事情 

・郵便貯金銀行の経営状況 

承認の審査基準（法律上の明示規定なし） 
 
○当該新規業務を的確、公正かつ効率的に遂行

することができる業務遂行能力を有している

こと。 等 

資料４－１ 



郵便保険会社の新規業務等に係る認可等の流れ 
      
新規業務の実施  

⇒ 新規業務の実施にあたっては、以下の２つの認可を得ることが必要。 

① 郵政民営化法第１３８条に基づく内閣総理大臣（金融庁長官）及び総務大臣の認可  

  ② 保険業法第１２３条等に基づく内閣総理大臣（金融庁長官）の認可 
 
  ①郵政民営化法第１３８条に基づく認可       ②保険業法第１２３条等に基づく認可 

 

   

    

              

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
限度額の改廃  

⇒ 限度額の改定にあたっては、政令改正が必要。 

当該政令の改廃の立案をしようとするときは、内閣総理大臣（金融庁長官）及び総務

大臣は、郵政民営化委員会の意見を聴かなければならない。 

郵便保険会社 

内閣総理大臣（金融庁長官）・総務大臣

新規業務に係る認可の申請 

郵政民営化委員会 

当該認可申請に係る意見の聴取 

内閣総理大臣（金融庁長官）・総務大臣

当該認可申請に対する意見の表明 

 当該認可申請に対する民営化委員会 

  の意見を踏まえ、認可･不認可を判断 

①及び②の認可が共に得られた場合に、新規業務の実施は可能となる 

郵便保険会社

内閣総理大臣（金融庁長官） 

新規業務に係る認可の申請 

認可の基準（郵政民営化法第１３８条に規定） 
 
○次に掲げる事情を考慮し、郵便保険会社と他

の生命保険会社との適正な競争関係及び利

用者への役務の適切な提供を阻害するおそ

れがないと認めるときは、当該認可をしなけ

ればならない。 
 

〈以下の事情を考慮〉 

 ・日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社

の議決権がその総株主の議決権に占める割

合その他他の生命保険会社との間の競争関

係に影響を及ぼす事情 

・郵便保険会社の経営状況 

認可の審査基準（保険業法第５条等に規定） 
 
○保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、

保険金額を受け取るべき者その他の関係者

の保護に欠けるおそれのないものであるこ

と。 等 

＊ただし、保険業法においては、以下の業務等について

は、免許審査時に業務遂行能力をチェックすることと

なっており、その他の認可手続が規定されていない。

・保険料として収受した金銭その他の資産の運用 
・他の法律により行う業務 


